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三
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大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正  

一

○
企

業

局

訓

令

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
二
号

本
　
　
　
　
　
局
　

事
　
　
業
　
　
所
　

　
大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

大
分
県
企
業
局
長
　
　
渡
　
　
　
辺
　
　
　
文
　
　
　
雄
　

　
第
三
条
第
九
項
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
能

力
評
価
調
書
」
に
改
め
る
。

　
第
九
条
第
一
項
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書
に
よ
り
、
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員

面
談
・
能
力
評
価
調
書
に
よ
る
評
価
そ
の
他
」
に
改
め
る
。

　
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
期
末
手
当
の
」
を
「
期
末
手
当
及
び
奨
励
手
当
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
期
末
手
当
及
び
奨
励
手
当
の
基
準
日
の
属
す
る
会
計
年
度
に
大
分
県
企
業
局
に
お
い
て
会
計
年
度
任

用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
て
い
た
者
で
当
該
基
準
日
前
の
日
を
任
期
の
末
日
と
し
て
い
た
も
の
が
当
該

基
準
日
ま
で
引
き
続
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
現
在
の
任
期
の
前

に
お
い
て
在
職
し
た
期
間

　
第
十
七
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

　
（
奨
励
手
当
基
礎
額
）

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

第
十
七
条
の
二
　
第
十
六
条
の
規
定
は
、
給
与
規
程
第
六
条
の
二
第
一
項
の
奨
励
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
条
の

二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
（
奨
励
手
当
の
支
給
割
合
）

第
十
七
条
の
三
　
給
与
規
程
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
奨
励
手
当
の
支
給
割
合
は
、
次
条
に
規
定
す

る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
期
間
に
よ
る
割
合
（
同
条
に
お
い
て
「
期
間
率
」
と
い
う
。
）
に
第
十
七

条
の
六
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
（
同
条
に
お
い
て
「
成
績
率
」
と
い

う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
割
合
と
す
る
。

　
（
奨
励
手
当
の
算
定
基
礎
と
な
る
期
間
率
）

第
十
七
条
の
四
　
期
間
率
は
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の

勤
務
期
間
（
大
分
県
企
業
局
に
お
い
て
引
き
続
き
勤
務
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
区
分
に
応
じ
て
、
一
般

職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
定
め
る
割
合
と
す
る
。

　
（
奨
励
手
当
の
算
定
基
礎
と
な
る
勤
務
期
間
）

第
十
七
条
の
五
　
第
十
七
条
の
規
定
は
、
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
給
与
規
程
第
二
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
の
四
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
（
奨
励
手
当
の
成
績
率
）

第
十
七
条
の
六
　
成
績
率
は
、
百
分
の
二
百
五
以
下
の
範
囲
内
で
、
企
業
局
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
第
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
期
末
手
当
」
を
「
期
末
手
当
及
び
奨
励
手
当
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
四
号
イ
⑵
」
を
「
第
二
条
第
五
号
イ
⑵
」
に
、
同
条
第
二
項
第
二
号

中
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　
第
四
号
様
式
中
「期

末
手
当

」
を
「期

末
手
当
及
び
奨
励
手
当

」
に
改
め
る
。

　
第
五
号
様
式
中
「会

計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書

」
を
「会

計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
能
力

評
価
調
書

」
に
、
「
●人

事
評
価

」
を
「
●能

力
評
価

」
に
、
「人

事
評
価
の

」
を
「能

力
評
価
の

」
に
改

め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
三


